
様式１

（商工労働観光部）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

随意契約の理由

1
おおいた魅力発信
局

道の駅のつはる情報発
信・トイレ施設管理等業
務委託

令和7年4月1日
大分市大字太田335-1
（一社）夢あふれる野津原
振興会

2,678,500 ２号

本業務は道の駅のつはるの情報発信や施設の維持管理業務で
ある。
現在、多くの人が道の駅のつはるを利用しており、今後も安
心して道の駅を利用してもらうためには、施設全体を適切に
管理することが重要である。
また、道の駅のつはるが野津原地区活性化の拠点であること
から、道の駅の魅力を適宜発信し、多くの人に野津原地区を
訪れてもらい、地区の活性化へとつなげることも重要であ
る。
本業務を行うに当たっては、経年劣化が発生し始めている当
該施設の状況を随時把握し、道の駅として、常時良好な状態
を提供する必要があることから、同業務を委託できるもの
は、すでに物産館の貸付契約を締結している一般社団法人夢
あふれる野津原振興会の他にない。

2
おおいた魅力発信
局

道の駅佐賀関公衆トイレ
清掃業務委託

令和7年4月1日

大分市大字佐賀関966番地
の5
特定非営利法人さがのせき
まちづくり協議会

561,000 ２号

現在、新型コロナウイルス感染症が落ち着いたこともあり、
道の駅佐賀関を利用する人は多く、公衆トイレについても24
時間使用可能のことから大変多くの方に利用されている。
常に便器等トイレ設備の清潔を保ち、衛生を確保するために
は迅速な対応が必要となる。
トイレの利用状況を常に把握し、迅速に対応できる者は道の
駅佐賀関の運営母体である特定非営利法人さがのせきまちづ
くり協議会しか存在しない。

3
おおいた魅力発信
局

関西圏に向けた魅力発信
事業業務委託

令和7年6月2日
大分市生石5-3-1
株式会社商船三井さんふら
わあ大分支店

3,960,000 ２号

本業務は、関西圏及び関西-大分を結ぶ航路利用者への本市
のPR、市内の周遊を促進することを目的とし、スタンプラ
リー等を実施するものである。
関西-大分を結ぶ航路については、株式会社商船三井さんふ
らわあが唯一の運行事業者であり、関西-大分の航路を活用
した旅行事業に精通している。

4 観光課
シャトルバス運行事業委
託

令和7年4月1日
大分市新川西1丁目3番15号
大分交通（株）

748,412 ２号

本事業は、ゴールデンウィーク期間中の国道10号渋滞対策
で、白木臨時駐車場から高崎山山側駐車場までの間を乗客輸
送するものである。大分交通（株）は、営業路線として運行
ルートの許可を取得している唯一の業者で、本業務を請け負
うことができるのは同社のみである。

5 観光課
おさる館昇降機保守点検
業務委託

令和7年4月1日
福岡市博多区博多駅前2-
17-25
ダイコー（株）福岡営業所

2,996,400 ２号

本業務は、高崎山おさる館に設置しているエレベーター及び
エスカレーターの保守点検などを行う業務です。おさる館の
エレベーターには、ダイコー製のものを導入しており、使用
されている部品等もすべて同社が製造しているため、同社と
随意契約をするものである。

6 観光課
高崎山歩道橋昇降機保守
点検業務委託

令和7年4月1日
福岡市博多区網場町4-1
フジテック（株）九州支店

946,440 ２号

本業務は、歩道橋に設置しているエレベーターの保守点検な
どを行う業務である。歩道橋のエレベーターにはフジテック
製のものを導入しており、使用されている部品等もすべてフ
ジテック（株）が製造したものとなっていることから、同社
と随意契約をするものである。

7 観光課
高崎山駐車場券売機案内
等業務委託

令和7年4月1日
大分市金池町3丁目2番3号
（公社）大分市シルバー人
材センター

3,141,642 ３号

本業務は、高崎山駐車場券売機のトラブル防止や駐車場に入
庫する車両に対して誘導または現金挿入の補助を行うことに
より、国道10号の渋滞を緩和するものである。またJRガード
下付近に出没する猿が来園者に危害を及ぼすことがないよう
猿の追い上げを行い被害を防止することが求められている。
（公社）大分市シルバー人材センターには猿の追い上げを経
験した方が多く登録されており、本業務を熟知しているた
め。

8 観光課
高崎山駐車場管理機器保
守点検業務委託

令和7年4月1日
大分市花園2丁目11番23号
（株）南部電気工事

1,364,000 ２号

本業務は、高崎山駐車場管理機器の保守点検などを行う業務
である。駐車場管理機器は、三菱プレシジョン株式会社製の
ものを導入しており、大分県内における取扱業者は㈱南部電
気工事のみとなっているため、同社と随意契約をするもので
ある。

9 観光課
高崎山おさる館ビル管理
法業務委託

令和7年4月1日
大分市松原町3-4-20
（株）西日本綜合メンテナ
ンス

572,000 ２号

作業員が常駐して清掃業務を含むビル全体の管理を行うこと
により、規定の環境測定や衛生管理のみならず、施設破損や
不具合等にかかる当センターへの連絡等が常時可能となり、
円滑な施設管理を行うことができる。（株）西日本綜合メン
テナンスは令和6年4月1日からの高崎山おさる館清掃業務委
託受託業者であり、本業務を請け負うことができる唯一の業
者である。

10 観光課
高崎山さるっこレール保
守点検業務委託

令和7年4月1日
福岡県飯塚市大分567番地
（株）嘉穂製作所

1,980,000 ２号

本業務は、高崎山自然動物園に設置している「さるっこレー
ル（スロープカー）」の保守点検などを行う業務である。設
備（スロープカー）は嘉穂製作所の登録商標であり、国内で
本設備を製造できるメーカーは同社のみであるため、同社と
随意契約をするものである。

11 観光課
大分市高崎山自然動物園
入園料等運搬業務委託

令和7年4月1日
大分市末広町2-3-22
綜合警備保障㈱大分支社

1,122,000 ２号

本業務は、大分市高崎山自然動物園の入園料等を指定金融機
関へ運搬する業務である。日々、多額の現金を取り扱うため
安全面での観点から本業務委託の実施は不可欠である。業務
内容を熟知していることに加え、売上金等を投入している入
金機を設置している業者が綜合警備保障㈱大分支社であるた
め、同社と随意契約をするものである。

12 観光課
有害鳥獣（猿）処分業務
委託（大分市）
単価契約

令和7年4月1日
大分市新栄町4番18号
（株）大分ホールサービス

4,950,000 ２号

有害鳥獣駆除で捕獲した猿は、民間委託により原則薬殺する
こととなっている。動物の薬殺業務はその特殊性から大分市
の入札参加名簿に記載がない。
（株）大分ホールサービスは市の方針に沿った処分の実施が
可能な唯一の業者で、本業務を請け負うことができるのは同
社のみである。
※単価契約　49,500円（1頭あたり処分費）

13 観光課
有害鳥獣（猿）処分業務
委託（別府市）
単価契約

令和7年4月1日
大分市新栄町4番18号
（株）大分ホールサービス

3,960,000 ２号

有害鳥獣駆除で捕獲した猿は、民間委託により原則薬殺する
こととなっている。動物の薬殺業務はその特殊性から大分市
の入札参加名簿に記載がない。
（株）大分ホールサービスは市の方針に沿った処分の実施が
可能な唯一の業者で、本業務を請け負うことができるのは同
社のみである。
※単価契約　49,500円（1頭あたり処分費）

14 観光課
有害鳥獣（猿）処分業務
委託（由布市）
単価契約

令和7年4月1日
大分市新栄町4番18号
（株）大分ホールサービス

990,000 ２号

有害鳥獣駆除で捕獲した猿は、民間委託により原則薬殺する
こととなっている。動物の薬殺業務はその特殊性から大分市
の入札参加名簿に記載がない。
（株）大分ホールサービスは市の方針に沿った処分の実施が
可能な唯一の業者で、本業務を請け負うことができるのは同
社のみである。
※単価契約　49,500円（1頭あたり処分費）

随意契約の契約状況表
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15 観光課
大分府内城御城印
販売委託契約

令和7年4月1日

一般社団法人
大分市観光協会会長安部泰
史
大分市荷揚町2-31

セブン・イレブン大分荷揚
町店オーナー佐藤秀樹
大分市荷揚町9-21

御城印の販売
手数料とし
て、販売額の
３０％を乗じ
た額（１円未
満は切り捨
て）に消費税
及び地方消費
税を加算した
額（１円未満
は切り捨て）
を支払うもの
とする。

２号

府内城においては、平成１８年に日本１００名城に選定さ
れ、これまで観光客や市民の方々から府内城の御城印を求め
る声が数多く挙がってきており、御城印を販売するには、購
入しやすい環境が必要である。一般社団法人大分市観光協会
においては、観光客が多く降り立つ大分駅構内で観光案内所
を運営しており、セブンイレブン大分荷揚町店においては、
府内城に近く、24時間年中無休で営業していることから、御
城印販売窓口として、適している。これらの理由から、地方
自治法施行令第１６７条の２第1項第2号の規定に基づき、随
意契約とするものである。

16 観光課 観光事業運営委託料 令和7年4月1日
大分市荷揚町２番３１号
一般社団法人大分市観光協
会

30,450,000 ２号

本委託は当市観光事業推進をするものであり、大分市の観光
発展のために作られた一般社団法人大分市観光協会に委託す
ることで効果的な観光宣伝が期待できることから、地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号により一般社団法人大分市観
光協会と随意契約するものである。

17 観光課

令和7年度大分市工場夜
景クルーズ実証事業(夏
季実施分)船舶運航業務
委託

令和7年4月2日
北九州市門司区西海岸1-4-
1
関門汽船㈱

2,393,050 ２号

本業務は、新たな観光資源のイメージ定着を図り、将来的な
民間事業者による主体的なクルーズ実施に向け、その需要や
効果等について検証するものである。
今年度の実証事業では、おおいた「夢」花火の開催前後に合
わせてクルーズを実施し、高価格帯での集客可能性について
検討しており、花火鑑賞クルーズの体験をより多くの方に提
供し、アンケートの回収をするために大型の船舶で実施す
る。
関門汽船㈱は、本市において、令和６年度に旅客定員７０名
の船舶を使用して本事業を実施した実績があるため、クルー
ズの運航航路を把握しており、安全に　運航ができるととも
に、悪天候による順延の対応も迅速に行うことができる。ま
た、令和６年度と同じ航路でクルーズを行うため、海上運送
法上の届出や訓練が実施済みであり、運航開始までにかかる
費用を抑えることができることから、関門汽船㈱代表取締役
社長浅利政宏と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号による随意契約とするものである。

18 観光課

令和7年度大分市工場夜
景クルーズ実証事業(4月
～10月実施分)船舶運航
業務委託

令和7年4月2日
大分市生石5-8-10
(有)ブルーアース大分

4,224,000 ２号

本業務は、新たな観光資源のイメージ定着を図り、将来的な
民間事業者による主体的なクルーズ実施に向け、その需要や
効果等について検証するものである。
今年度の実証事業は、大阪関西万博と大分アートフェスティ
バル2025回遊劇場w@nderに合わせて実施し、国外・県外・市
外限定クルーズの実施や貸し切りクルーズを設定するなど多
様なクルーズの運航方法に需要があるか確認を行うため、大
阪関西万博期間中に複数日での運航が可能な船舶である必要
がある。
(有)ブルーアース大分は、大分港西大分地区にてクルーズ船
を有しており、発着地と隣接しているため、回航の必要が無
く、複数日でのクルーズ運航の日程調整が可能であり、悪天
候による順延の対応も迅速に行うことができる。また、代表
取締役がNPO法人みなとまちづくりの専務理事を兼任してお
り、発着地であるかんたん港園一帯の更なる賑わい創出に寄
与することができることから、(有)ブルーアース大分取締役
早瀬康信と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
よる随意契約とするものである。

19 観光課

サイクルツーリズム推進
に向けた受入環境整備に
伴う経済波及効果推計業
務委託

令和7年4月24日
大分市中央町2-9-22
㈱大銀経済経営研究所

990,000 ２号

本業務は、サイクルツーリズムの推進にあたって、宿泊施設
や観光スポットの受入環境や整備による経済波及効果を調査
するものである。
本業務については、県内の経済・産業動向や地域社会の景況
に関する調査・研究に精通し、経済波及効果推計のノウハウ
が必要とされる特殊な業務なことから、県内においてこれら
に精通する㈱大銀経済経営研究所代表取締役渡邉剛之と地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とするも
のである。

20 観光課
大分の湯めぐりガイド
マップ(英語版)修正等業
務委託

令和7年6月10日
大分市長浜町2-12-3
おおいたインフォメーショ
ンハウス㈱

638,000 ２号

本業務は、大分市観光パンフレット「大分の湯めぐりガイド
マップ(英語版)」の修正等を行うものであるが、著作権と版
下データについては、制作をしたおおいたインフォメーショ
ンハウス株式会社が有していることから、おおいたインフォ
メーションハウス㈱代表取締役長野景一と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号による随意契約とするものであ
る。

21 観光課
九六位山キャンプ場草刈
業務委託

令和7年6月18日
大分市大字広内443番地
川添校区自治会連合会

800,000 ７号

本事案は、利用者が快適にキャンプ場を利用できるよう、開
場前及び雑草が繁茂する7月中に除草作業を行うものであ
る。施工については、キャンプ場用地が地元自治区である
「広内地区」の共有地であるため、現況把握や地権者との調
整が容易であり状況に応じた草刈業務を行うことができ、競
争入札に付した場合と比較して著しく安価にて契約を締結す
ることができることから、随意契約するものである。

22 商工労政課
「大分市障がい者職場実
習促進事業」に係る業務
委託

令和7年4月1日
大分市大字野田759番地1
社会福祉法人 博愛会

5,080,790 ２号

「大分市障がい者職場実習促進事業」は、一般就労を希望す
る障がい者と、障がい者雇用に取り組もうとする企業をマッ
チングし、職場実習を実施することで障がい者雇用の促進を
図るものである。事業の実施にあたっては、障がい者からの
相談に応じ必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安
定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設等の関係機関
との連絡調整など、総合的な援助により職業生活における自
立を図るための必要な能力を有し、適正かつ確実に業務を行
う者として都道府県知事が指定する障害者就業・生活支援セ
ンターに業務を委託することが、本事業の目的を果たすこと
につながる。社会福祉法人博愛会は大分市において唯一、障
害者就業・生活支援センターの指定を受けている「大分プラ
ザ」を運営しており、また、本事業は大分県が「大分プラ
ザ」を委託先として実施している「障がい者雇い入れ体験
（職場実習）」との整合を図りながら実施するものであるこ
とから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定に基づき、随意契約いたしたい。
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23 商工労政課
中小企業・求職者向けオ
ンライン講座提供業務委
託

令和7年6月1日

東京都新宿区西新宿２－１
－１
(株)ベネッセコーポレー
ション小中学校事業本部

3,291,750 ２号

中小企業・求職者向けオンライン講座提供業務委託について
は、その目的が価格のみによる競争に適さないことから、公
募型プロポーザル方式により、本市の中小企業や求職者が実
践できる効果的かつニーズを捉えた構成ができ、デジタルの
活用に関する豊富な専門知識だけでなく、講座の企画・運営
に係るノウハウや実績等を有するものの中から、専門性、企
画力及び実績等を総合的に評価した上で、本業務の目的を達
成し得る最も適した委託業者を選定することとした。
このような中、令和７年４月１１日より公募型プロポーザル
方式において受託候補者を公募したところ、株式会社ベネッ
セコーポレーション小中学校事業本部から企画提案があっ
た。
その後、令和７年５月２０日に、プレゼンテーション及びヒ
アリング審査を行った結果、「株式会社ベネッセコーポレー
ション小中学校事業本部」が業務を適切に実施できるとの判
断を得たため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規
定に基づき、同社と随意契約するものである。

24 商工労政課
令和７年度大分市免税店
サイトに係る保守管理及
び情報更新業務委託

令和7年4月1日
大分市金池町2-3-4
株式会社 Qtmedia 大分支
店

404,000 ２号

　大分市免税店サイトは専用に設計、設定されたサーバ及
び、コンテンツマネジメントシステム等からなるウェブサイ
トにより、大分市内に存する消費税免税店舗の情報をイン
ターネット上で閲覧、検索できるものとなっている。
　本業務の実施にあたっては、システムの構成と使用してい
る各種ウェブサービスの内容に精通し平成２８年度に制作し
た大分市免税店サイトを安定的に運営する必要がある。
　株式会社QTmedia大分支店は、当該ウェブサイトの開発者
である株式会社コアラの後継となる企業であり、システムの
仕様及び構成、設定等をそのままに現在も大分市免税店サイ
トを安定的に運営していることから、本委託契約に係る業務
を確実かつ安定的に遂行できるものは当該事業者に限られる
ため。

25 商工労政課
令和７年度　大分市中心
市街地プロモーション事
業業務委託

令和7年4月1日

大分市府内町2丁目3番24号
前川ビル1F
株式会社　大分まちなか倶
楽部

1,708,883 ２号

本事業を効率的かつ効果的に推進していくためには、委託先
となる　事業者に以下の要件が求められる。
① 中心市街地におけるイベントの開催状況等について熟知
しており、事業者に対して適切な情報提供を行えること
② 商店街組合等各種業界団体や行政等との調整を円滑に行
う能力を有すること
③ 本事業に類するような、自治体連携と中心市街地活性化
に関する業務経験を有すること
④都市計画や商業活性化に関する知見を活かしながら、本事
業を総合的にマネジメントできること
⑤本事業の目的が中心市街地全体の魅力増進にあることか
ら、事業者として一定の中立性を有していること
こうした中、株式会社大分まちなか倶楽部は、平成19年から
中心市街地に事業所を構え活動を続けるまちづくり会社であ
り、中心市街地のイベント等の開催について相談業務を行っ
ている。各種手続きのサポート、イベント実施場所及び日程
の調整、商店街や大型店が行う各種イベント等のコーディネ
イト等に携わっており、中心市街地の状況や経過について深
く精通している。また、これまでの事業経験から、商店街組
合等各種業界団体や行政とも円滑に連携を図ることができ、
まちづくりに関する業務についても十分な経験を有してい
る。さらに、都市計画や商業活性化等に関する知見を活か
し、まちづくり全般の推進に対して指導・助言を行うタウン
マネージャーが在籍していることにより、本事業の総合的な
マネジメントができる。加えて、㈱大分まちなか倶楽部は、
中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項第1号ロの
「良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事
業活動を行うことを目的として設立された会社」であること
から、中心市街地全体の魅力増進について、一定の中立性を
有している。

以上のことから、㈱大分まちなか倶楽部は、本委託業務の内
容を実施できる唯一の相手先であるため。

26 商工労政課
令和７年度　まちなか出
店サポートセンター事業
業務委託

令和7年4月1日

大分市府内町2丁目3番24号
前川ビル1F
株式会社　大分まちなか倶
楽部

2,883,309 ２号

本事業を効率的かつ効果的に推進していくためには、委託先
となる 事業者に対し以下の要件が求められる。
①中心市街地における空き店舗の状況や経過、商店街におけ
る店舗の構成や特色などについて熟知していること
②商店街組合等各種業界団体や行政等との調整を円滑に行う
能力を有すること
③本事業に類するような、まちづくりに関する業務経験を有
すること
④都市計画や商業活性化に関する知見を活かしながら、本事
業を総合的にマネジメントできること
⑤本事業の目的が中心市街地全体の魅力増進にあることか
ら、事業者として一定の中立性を有していること
㈱大分まちなか倶楽部は、平成19年から中心市街地に事業所
を構え活動を続けるまちづくり会社であり、中心市街地の空
き店舗等の状況や経過について深く精通している。また、こ
れまでの事業経験から、商店街組合等各種業界団体や行政等
とも円滑に連携を図ることができ、まちづくりに関する業務
についても十分な経験を有している。さらに、都市計画や商
業活性化等に関する知見を活かして、まちづくり全般の推進
に対して指導・助言を行うタウンマネージャーが在籍してい
ることにより、本事業の総合的なマネジメントができる。加
えて、㈱大分まちなか倶楽部は、中心市街地の活性化に関す
る法律第15条第1項第1号ロの「良好な市街地を形成するため
のまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として
設立された会社」であることから、中心市街地全体の魅力増
進について、一定の中立性を有している。

以上のことから、㈱大分まちなか倶楽部は、本委託業務の内
容を実施できる唯一の相手先であるため。

27 商工労政課
ふるさと納税支援業務委
託

令和7年4月1日
東京都品川区上大崎三丁目
1番1号
株式会社トラストバンク

25,080,000 ２号

ふるさと納税における取引額の９割を占めるといわれる「楽
天」、「さとふる」、「ふるなび」に並ぶいわゆる4大サイ
トの一つであり、本市においても令和７年２月末時点で寄附
額全体の約2割を占めている。
ふるさとチョイスの掲載内容が、アライアンスパートナーと
して連携されるサイト（auPayふるさと納税、セゾンのふる
さと納税等）に掲載されることにより、受入窓口が増えるこ
とによる、寄附件数・寄附額の増加が期待できる。
「ふるさとチョイス」を活用することが、寄附金の増加はも
とより、本市の魅力発信や特産品等の販路拡大につながる。
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28 商工労政課 ふるなび利用（委託） 令和7年4月1日
東京都渋谷区三丁目26番20
号
株式会社アイモバイル

32,472,000 ２号

ふるさと納税における取引額の９割を占めるといわれる「ふ
るさとチョイス」、「楽天」、「さとふる」に並ぶいわゆる
4大サイトの一つであり、本市においても令和６年２月末時
点で寄附額全体の約2割を占めている。
著名人を採用したTVCM等のメディアでの露出も多く、多くの
寄附者へ周知されていることに加え、寄附額に応じたポイン
トを利用者に交付していることから集客効果に期待できる。
「ふるなび」を活用することが、寄附金の増加はもとより、
本市の魅力発信や特産品等の販路拡大につながる。

29 商工労政課
ふるさと納税サイト「さ
とふる」運営等業務委託

令和7年4月1日
東京都中央区京橋二丁目2
番1号
株式会社さとふる

23,760,000 ２号

ふるさと納税における取引額の９割を占めるといわれる「楽
天」、「ふるさとチョイス」、「ふるなび」に並ぶいわゆる
4大サイトの一つであり、本市においても令和５年度２月末
時点でも全体の寄附額の約２割程度を占めている。
TVCMや新聞・雑誌等によるメディアへの露出も多く、多くの
寄附者へ周知されている。
ソフトバンクグループの事業者であり、同グループのヤフー
株式会社の運営する通信販売サイトの「Yahoo！ショッピン
グ」にも掲載されるため、より多くの寄附者に向けて市のＰ
Ｒを行うことが可能となる。
「さとふる」を活用することが、寄附金の増加はもとより、
本市の魅力発信や特産品等の販路拡大につながる。

30 商工労政課
ふるさと納税サイト「ふ
るさとプレミアム」運営
等業務委託

令和7年4月1日
東京都千代田区丸の内1-8-
3
株式会社ユニメディア

2,640,000 ２号

ユニメディア株式会社が、ふるさとプレミアムへの集客を促
す施策としてSNS広告、Googleディスプレイネットワーク等
の広告配信や販促キャンペーンを行っていること。
寄附額の更なる増加のためには、「ふるさとプレミアム」へ
の掲載は効果的であり、市の魅力発信並びに特産品等の販路
拡大につながると考えられること。

31 商工労政課
ANAのふるさと納税利用
（委託）

令和7年4月1日
東京都中央区日本橋2-14-1
ANAあきんど株式会社

1,056,000 ２号

令和3年11月29日に「ANAのふるさと納税」を運営するANAあ
きんど株式会社と地方創世の推進に向けた業務連携協定を締
結していること。
寄附金額に応じマイレージが貯まることからANAの利用者を
取り込むことが可能となること。
寄附額の増加のために「ANAのふるさと納税」への掲載は効
果的であり、市の魅力発信並びに特産品等の販路拡大につな
がること。

32 商工労政課
JALふるさと納税利用
（委託）

令和7年6月1日

東京都港区港南一丁目2番
70号
株式会社ＪＡＬＵＸ

800,000 ２号

寄附金額に応じマイレージが貯まることからJALの利用者を
取り込むことが可能となること。
「JALふるさと納税」を活用することが、寄附金の増加はも
とより、本市の魅力発信や特産品等の販路拡大につながる。

33 創業経営支援課
大分市若手起業家育成事
業に係る企画・運営業務
委託

令和7年4月1日
大分市中島西1-4-16
特定非営利活動法人まち・
文化再生プロジェクト

37,985,200 ２号

本業務委託については、契約先により成果の程度に差が生じ
ることから、公募型プロポーザル方式により、事業の実施方
針や業務実績、企画力等を総合的に評価したうえで、本業務
の目的を達成し得る最も適した委託業者を選定したため。

34 創業経営支援課
大分市企業立地促進助成
金事業審査業務委託（単
価契約）

令和7年4月7日

大分市東春日町17番20号
ソフトパークセンタービル
２Ｆ
一般社団法人　大分県中小
企業診断士協会

550,000 ２号

本業務委託においては、企業が行う設備投資計画が、決算状
況等から経営改善や生産力の強化に繋がるものであるかなど
を審査するにあたり、総合的な判断や分析を行う専門知識が
必要となることから、国が認める唯一の経営コンサルタント
資格である中小企業診断士によって構成され、市内で開業す
る殆どの中小企業診断士が登録されている一般社団法人大分
県中小企業診断士協会と随意契約するものである。
※単価契約　￥22,000

35 創業経営支援課

大分市「マーケットイン
型商品販路開拓挑戦事業
（事業者の課題解決及び
販売戦術の策定等）」企
画・実施業務委託

令和7年6月13日

神奈川県横浜市南区宮元町
1-4-1
クリオ横濱蒔田公園906
早田　早弥香

1,999,800 ２号

本事案については、専門性、創造性、現地における人脈及び
人的ネットワーク等が必要不可欠であり、価格のみによる競
争では達成が困難と判断できることから、公募型プロポーザ
ル方式により、企画力や専門性、業務実績等を総合的に評価
したうえで、本業務の目的を達成し得る最も適した業者を選
定することとした。
6月2日にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施した
結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づ
き、随意契約するものである。


